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付
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規

則

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令

和
三
年
三
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
四
号

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
東
京
都
規
則
第
三

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
条
第
一
項
中
「
吹
き
付
け
石
綿
（
吹
き
付
け
工
法
に
使
用
さ
れ
る
石
綿
含
有
材
料
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
石
綿
を
含
有
す
る
保
温
材
（
石
綿
を
含
有
す
る
耐
火
被
覆
材
及
び
断
熱
材
を
含

む
。
）
」
を
「
吹
付
け
石
綿
並
び
に
石
綿
を
含
有
す
る
断
熱
材
、
保
温
材
及
び
耐
火
被
覆
材
」
に
改
め
、
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同
項
た
だ
し
書
中
「
吹
き
付
け
石
綿
」
を
「
吹
付
け
石
綿
」
に
改
め
る
。

附
則
別
記
第
一
号
様
式
そ
の
一
、
第
二
号
様
式
そ
の
一
及
び
第
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
そ
の
一
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
八
号
様
式
の
甲
及
び
第
八
号
様
式
の
乙
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
か
ら
第
十
六
号
様
式
そ
の
一
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
中
「印
」
を
削
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
か
ら
第
二
十
三
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
及
び
第
二
十
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
六
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
七
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
か
ら
第
三
十
四
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
三
十
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「特

定
工
事
の
名
称

」
を
「届

出
対
象
特
定
工
事
の
名

称

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
中
「特

定
工
事

」
を
「届

出
対
象
特
定
工
事

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考

３
中
「吹

き
付
け
石
綿
及
び
石
綿
保
温
材

」
を
「吹

付
け
石
綿
並
び
に
石
綿
を
含
有
す
る
断
熱
材
、
保

温
材
及
び
耐
火
被
覆
材

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
三
十
七
号
様
式
の
甲
()表
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
()裏
中
「抜

す
い

」
を
「抜

粋

」
に
改
め

る
。別

記
第
三
十
九
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
別
記
第
一
号
様
式
そ
の
一
、

第
二
号
様
式
そ
の
一
及
び
第
三
号
様
式
並
び
に
別
記
第
七
号
様
式
そ
の
一
、
第
八
号
様
式
の
甲
か
ら

第
十
号
様
式
ま
で
、
第
十
二
号
様
式
か
ら
第
十
六
号
様
式
そ
の
一
ま
で
、
第
十
七
号
様
式
か
ら
第
三

十
四
号
様
式
ま
で
、
第
三
十
五
号
様
式
（
「㊞

」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
六
号
様
式
、

第
三
十
七
号
様
式
の
甲
及
び
第
三
十
九
号
様
式
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第

六
十
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
を
経
過
し

た
日
以
後
に
着
手
す
る
石
綿
含
有
建
築
物
解
体
等
工
事
（
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
に
都
民
の
健
康

と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
二
百
十
五
号
）
第
百
二
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
石
綿
含
有
建
築
物
解
体
等
工
事
で
あ
っ
て
、
同
日
前
に

着
手
し
て
い
な
い
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
届
出
が
さ
れ
た
未
着
手
の
工
事
」
と
い
う
。
）

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
着
手
し
た
石
綿
含
有
建
築
物
解
体
等
工
事
（
届
出
が
さ

れ
た
未
着
手
の
工
事
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
（
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
施
行
の
際
、
こ
の
規

則
に
よ
る
改
正
前
の
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
別
記
第
三
十

五
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

４

附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
の
際
、
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
附
則
別
記

第
一
号
様
式
そ
の
一
、
第
二
号
様
式
そ
の
一
、
第
三
号
様
式
、
別
記
第
七
号
様
式
そ
の
一
、
第
八
号

様
式
の
甲
か
ら
第
十
号
様
式
ま
で
、
第
十
二
号
様
式
か
ら
第
十
六
号
様
式
そ
の
一
ま
で
、
第
十
七
号

様
式
か
ら
第
三
十
四
号
様
式
ま
で
、
第
三
十
五
号
様
式
（
「㊞

」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三

十
六
号
様
式
、
第
三
十
七
号
様
式
の
甲
及
び
第
三
十
九
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も

の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
受
動
喫
煙
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
五
号

東
京
都
受
動
喫
煙
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
受
動
喫
煙
防
止
条
例
施
行
規
則
（
平
成
三
十
一
年
東
京
都
規
則
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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別
記
第
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
裏
面
中
「
写
真
面
及
び
職
員
の
証
面
に
は
、
所
属
庁
の
庁
印
を
押
す
も
の
と
す

る
。
」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
受
動
喫
煙
防
止
条
例
施
行
規
則
の

様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

東
京
都
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
六
号

東
京
都
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
東
京
都
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規

則
の
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

東
京
都
障
害
者
へ
の
理
解
促
進
及
び
差
別
解
消
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
七
号

東
京
都
障
害
者
へ
の
理
解
促
進
及
び
差
別
解
消
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
障
害
者
へ
の
理
解
促
進
及
び
差
別
解
消
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
東

京
都
規
則
第
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
表
及
び
第
三
号
様
式
表
中
「平

成

」
及
び
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「第

１
０
条
第
１
項

」
を
「第

１
１
条
第
１
項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
障
害
者
へ
の
理
解
促
進
及
び
差
別

解
消
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の

修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
八
号

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「交

付
取
扱
者
印

」
を
「交

付
取
扱
者

」
に
、
「返

納
取
扱
者
印

」
を
「返

納

取
扱
者

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式

（表面）

中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式

（裏面）

中
「８

月
１１
日
か
ら
９
月
１０
日
ま

で

」
を
「８

月
１２日

か
ら
９
月
１１日

ま
で

」
に
改
め
る
。
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別
記
第
五
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
「８

月
１１日

か
ら
９
月
１０日

ま
で

」
を
「８

月
１２日

か
ら
９

月
１１日

ま
で

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
「８

月
１１日

か
ら
９
月
１０日

ま
で

」
を
「８

月
１２日

か
ら
９

月
１１日

ま
で

」
に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
号
様
式
中
「㊞
」
及
び
「３

記
名
押
印
に
代
え
て
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

」
を

削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る

法
律
施
行
細
則
別
記
第
三
号
様
式
か
ら
第
十
号
様
式
ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、

所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
五
十
九
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
く
措
置
入
院
者
の
費
用
徴
収
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
九
号

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
五
十
九
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
く
措
置
入
院
者
の
費
用

徴
収
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
五
十
九
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
く
措
置
入
院
者
の
費
用
徴
収
に
関
す

る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
号
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
五
十
九
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
く
措

置
入
院
者
の
費
用
徴
収
に
関
す
る
規
則
第
四
条
の
規
定
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
以
後
の
入
院
（
麻

薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
第
五
十
八
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
入
院
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
要
し
た
費
用
と
し
て
徴
収
す
る
分
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日

前
の
入
院
に
要
し
た
費
用
と
し
て
徴
収
す
る
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
三
十
年

建
設
省
告
示
第
四
百
三
十
六
号
八
王
子
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

八
王
子
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

八
王
子
都
市
計
画
下
水
道
事
業
八
王
子
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
年
四
月
十
二
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
三
十
一

年
建
設
省
告
示
第
千
二
百
六
十
二
号
立
川
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示

す
る
。令

和
三
年
三
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

立
川
市
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二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

立
川
都
市
計
画
下
水
道
事
業
立
川
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
一
年
八
月
十
一
日
か
ら
令
和
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
三
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
八
十
号

武
蔵
野
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

武
蔵
野
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

武
蔵
野
都
市
計
画
下
水
道
事
業
武
蔵
野
市

公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
二
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
令

和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
三
十
五
年
建
設
省
告
示
第
三
十
三
号
三
鷹

都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

三
鷹
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

三
鷹
都
市
計
画
下
水
道
事
業
三
鷹
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
五
年
一
月
十
二
日
か
ら
令
和
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
告
示
第
百
二
十
三
号
青

梅
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

青
梅
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

青
梅
都
市
計
画
下
水
道
事
業
青
梅
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
八
年
二
月
一
日
か
ら
令
和
七
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
三
十
九
年
建
設
省
告
示
第
三
千
二
十
八
号

府
中
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

府
中
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

府
中
都
市
計
画
下
水
道
事
業
府
中
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
九
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
令
和

七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
告
示
第
百
五
十
八
号
昭

島
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
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に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

昭
島
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

昭
島
都
市
計
画
下
水
道
事
業
昭
島
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
八
年
二
月
十
二
日
か
ら
令
和
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
二
年
建
設
省
告
示
第
四
千
百
四
十
号

調
布
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

調
布
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

調
布
都
市
計
画
下
水
道
事
業
調
布
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
二
年
十
二
月
九
日
か
ら
令
和
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
三
十
九
年
建
設
省
告
示
第
三
千
三
百
五
十

七
号
町
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た

の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

町
田
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

町
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業
町
田
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
九
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
令
和

七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

昭
和
三
十
九
年
建
設
省
告
示
第
三
千
三

百
五
十
七
号
、
昭
和
四
十
六
年
東
京
都

告
示
第
千
二
百
四
十
九
号
、
昭
和
五
十

二
年
東
京
都
告
示
第
九
百
四
十
四
号
、

昭
和
五
十
三
年
東
京
都
告
示
第
八
百
一

号
、
昭
和
五
十
六
年
東
京
都
告
示
第
二

百
四
十
七
号
、
昭
和
五
十
七
年
東
京
都

告
示
第
二
百
八
十
六
号
、
昭
和
五
十
九

年
東
京
都
告
示
第
五
百
七
十
五
号
、
昭

和
六
十
年
東
京
都
告
示
第
四
百
六
十
六

号
、
昭
和
六
十
三
年
東
京
都
告
示
第
五

百
五
十
六
号
、
平
成
元
年
東
京
都
告
示

第
千
二
百
六
十
四
号
、
平
成
二
年
東
京

都
告
示
第
八
百
五
十
八
号
、
平
成
二
年

東
京
都
告
示
第
九
百
九
十
号
、
平
成
四

年
東
京
都
告
示
第
五
百
五
十
七
号
、
平

成
六
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
九
十
一

号
、
平
成
十
一
年
東
京
都
告
示
第
二
百

五
十
一
号
、
平
成
十
三
年
東
京
都
告
示

第
四
十
八
号
、
平
成
十
四
年
東
京
都
告

示
第
四
百
三
十
四
号
、
平
成
十
五
年
東

京
都
告
示
第
五
百
九
十
五
号
、
平
成
十

六
年
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
三
号
、

平
成
十
七
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
八

十
号
、
平
成
十
八
年
東
京
都
告
示
第
三

百
九
号
、
平
成
十
八
年
東
京
都
告
示
第

四
百
三
十
号
、
平
成
二
十
年
東
京
都
告

示
第
三
百
二
十
号
、
平
成
二
十
三
年
東

京
都
告
示
第
六
百
六
十
四
号
、
平
成
二

十
六
年
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
一
号
、

平
成
二
十
七
年
東
京
都
告
示
第
千
六
百

九
十
三
号
及
び
平
成
二
十
九
年
東
京
都

告
示
第
千
三
百
四
十
八
号
の
事
業
地
に
、

町
田
市
小
山
町
字
二
十
二
号
、
字
三
十

九
号
、
相
原
町
字
根
岸
及
び
字
川
島
各

地
内
の
事
業
地
を
変
更
し
、
相
模
原
市

中
央
区
宮
下
本
町
三
丁
目
、
緑
区
東
橋

本
四
丁
目
、
橋
本
四
丁
目
、
町
屋
二
丁

目
、
町
屋
三
丁
目
及
び
広
田
各
地
内
の

事
業
地
を
削
除
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
告
示
第
二
千
六
百
八
十

号
小
金
井
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た

の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

小
金
井
市
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二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

小
金
井
都
市
計
画
下
水
道
事
業
小
金
井
市

公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
四
年
五
月
二
十
日
か
ら
令
和
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
三
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
八
十
四

号
日
野
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

日
野
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

日
野
都
市
計
画
下
水
道
事
業
日
野
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
二
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
令

和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
五
十
一
年
東
京
都
告
示
第
九
十
六
号
東
村

山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

東
村
山
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
村
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
東
村
山
市

公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
一
年
二
月
七
日
か
ら
令
和
七
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
告
示
第
百
九
十
八
号
国

分
寺
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

国
分
寺
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

国
分
寺
都
市
計
画
下
水
道
事
業
国
分
寺
市

公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
七
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
令
和

七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
告
示
第
百
一
号
国
立
都

市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

国
立
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

国
立
都
市
計
画
下
水
道
事
業
国
立
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
六
年
二
月
二
日
か
ら
令
和
七
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
告
示
第
百
三
十
五
号
福

生
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
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に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

福
生
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

福
生
都
市
計
画
下
水
道
事
業
福
生
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
九
年
二
月
七
日
か
ら
令
和
七
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
四
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
二
十
四

号
調
布
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

狛
江
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

調
布
都
市
計
画
下
水
道
事
業
狛
江
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
四
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
令
和

七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
五
十
一
年
東
京
都
告
示
第
八
十
七
号
立
川

都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

東
大
和
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

立
川
都
市
計
画
下
水
道
事
業
東
大
和
市
公

共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
一
年
二
月
二
日
か
ら
令
和
七
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
三
号

立
川
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

武
蔵
村
山
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

立
川
都
市
計
画
下
水
道
事
業
武
蔵
村
山
市

公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
九
年
九
月
十
二
日
か
ら
令
和
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
五
十
年
東
京
都
告
示
第
二
十
七
号
多
摩
都

市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

多
摩
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

多
摩
都
市
計
画
下
水
道
事
業
多
摩
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
年
一
月
十
三
日
か
ら
令
和
七
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し



（第17298号）東 京 都 公 報令和3年3月19日（金曜日）９
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
五
十
六
年
東
京
都
告
示
第
千
九
十
九
号
多

摩
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

稲
城
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

多
摩
都
市
計
画
下
水
道
事
業
稲
城
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
六
年
十
月
十
七
日
か
ら
令
和
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
告
示
第
二
百
六
十
六
号

福
生
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

羽
村
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

福
生
都
市
計
画
下
水
道
事
業
羽
村
市
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
九
年
三
月
十
三
日
か
ら
令
和
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
五
十
九
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
三
十
四

号
秋
多
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

あ
き
る
野
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

秋
多
都
市
計
画
下
水
道
事
業
あ
き
る
野
市

公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
九
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
令

和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
告
示
第
六
十
三
号
西
東

京
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

西
東
京
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

西
東
京
都
市
計
画
下
水
道
事
業
西
東
京
市

公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
九
年
一
月
十
九
日
か
ら
令
和
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
九
十
七

号
福
生
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

瑞
穂
町

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

福
生
都
市
計
画
下
水
道
事
業
瑞
穂
町
公
共

下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
令

和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で



令和3年3月19日（金曜日）東 京 都 公 報（第17298号） １０
四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
五
年
東
京
都
告
示
第
三
百
八
号
秋
多

都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

日
の
出
町

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

秋
多
都
市
計
画
下
水
道
事
業
日
の
出
町
公

共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
指
定
を
次

の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

取
消
し
に
係
る

道
路
の
種
類

取
消
年
月
日

取
消
し
に
係
る

道
路
の
位
置

取
消
し
に
係
る

道
路
の
延
長
及

び
幅
員
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
二
項
の
規
定

に
よ
る
道
路

令
和
三
年
三

月
九
日

羽
村
市
羽
中
三

丁
目
二
千
七
百

四
十
七
番
十
九

の
一
部
、
同
番

二
十
、
二
千
七

百
五
十
一
番
六

の
一
部
及
び
同

番
七

延
長三

四
・
〇
七

幅
員

四
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
三
月
十
九
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

台
東
川
口

二

供
用
開
始
の
区
間

足
立
区
扇
二
丁
目
三
千
九
百
三
十
七
番
地

先
か
ら
同
区
江
北
二
丁
目
四
百
五
十
九
番

十
七
地
先
ま
で

三

供
用
開
始
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

四

供
用
開
始
の
期
日

令
和
三
年
三
月
十
九
日



（第17298号）東 京 都 公 報令和3年3月19日（金曜日）１１



令和3年3月19日（金曜日）東 京 都 公 報（第17298号） １２
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
三
月
十
九
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東京

都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

練
馬
所
沢

二

変
更
の
区
間

東
久
留
米
市
浅
間
町
二
丁
目
二
百
六
十
五
番
十

一
地
内
か
ら
同
市
金
山
町
二
丁
目
七
百
四
十
一

番
二
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（第17298号）東 京 都 公 報令和3年3月19日（金曜日）１３
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
三
月
十
九
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東京

都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

小
川
山
府
中

二

変
更
の
区
間

国
分
寺
市
東
元
町
三
丁
目
八
百
七
十
八
番
六
地

内
か
ら
府
中
市
栄
町
二
丁
目
二
十
三
番
九
地
先

ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



令和3年3月19日（金曜日）東 京 都 公 報（第17298号） １４
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
九
号

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法

施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
令
和
三
年
三
月
十
九
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
河
川
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東京

都
知
事

小

池

百
合
子

一

河
川
の
名
称

荒
川
水
系
一
級
河
川
旧
中
川

二

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

令
和
三
年
三
月
十
九
日

三

廃
川
敷
地
等
の
位
置

墨
田
区
立
花
四
丁
目
百
七
番
地
先
か
ら
同
区
立
花
三
丁
目
百
三

十
一
番
二
十
四
地
先
ま
で

四

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

別
図
表
示
の
と
お
り



（第17298号）東 京 都 公 報令和3年3月19日（金曜日）１５
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
港
湾
施
設
の
供
用
を
中
止
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

規
模

所
在
地

期
間

桟
橋

晴
海
ふ

頭
桟
橋

七
六
九
・
六
八

メ
ー
ト
ル
の
う

ち
四
五
六
・
〇

〇
メ
ー
ト
ル

中
央
区
晴

海
五
丁
目

四
番
地
先

令
和
三
年
三
月
二

十
二
日
か
ら
同
年

十
二
月
三
十
一
日

ま
で

同
右

同
右

七
六
九
・
六
八

メ
ー
ト
ル
の
う

ち
三
一
三
・
六

八
メ
ー
ト
ル

同
右

令
和
三
年
四
月
一

日
か
ら
同
年
十
二

月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
一
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
限
り
で
次

の
港
湾
施
設
の
供
用
を
廃
止
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

級
別

規
模

構
造

所
在
地

上
屋

十
号
ふ
頭

三
号
上
屋

二
級

六
、
五
二

一
・
五
〇

平
方
メ
ー

ト
ル

鉄
骨
耐

火
構
造

平
屋
建

一
部
中

二
階

江
東
区
有
明
四

丁
目
七
番
十
四

号

荷
役

連
絡

所

十
号
ふ
頭

第
三
荷
役

連
絡
所

同
右

五
一
三
・

七
〇
平
方

メ
ー
ト
ル

同
右

同
右

港
湾

港
湾
労
働

－

一
五
〇
・

鉄
骨
造

同
右

労
働

者
用

厚
生

施
設

者
十
号
ふ

頭
三
号
上

屋
休
憩
所

〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
二
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
港
湾
施
設
の
規
模
を
次
の
と
お
り
変

更
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

級
別

規

模

変
更
前

変
更
後

所
在
地

変
更
年

月
日

上
屋

十
号

ふ
頭

西
上

屋

一
級

七
、
二

七
三
・

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル

一
七
、

三
〇
七

・
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

江
東
区
有
明

四
丁
目
七
番

九
号

令
和
三

年
三
月

二
十
日

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
三
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
港
湾
施
設
を
設
置
し
、
供
用
を

開
始
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

級
別

規
模

構
造

所
在
地

開
始
年

月
日

荷
役

連
絡

所

十
号
ふ
頭

西
上
屋
付

属
北
荷
役

連
絡
所

一
級

一
、
三
七

七
・
四
六

平
方
メ
ー

ト
ル

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造

江
東
区

有
明
四

丁
目
七

番
九
号

令
和
三

年
三
月

二
十
日

港
湾

労
働

者
用

厚
生

施
設

港
湾
労
働

者
十
号
ふ

頭
西
上
屋

北
休
憩
所

－

一
四
一
・

二
六
平
方

メ
ー
ト
ル

同
右

同
右

同
右

告

示
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
十
四
号

東
京
都
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
東
京
都
条
例
第
二
十

五
号
）
第
四
条
、
第
五
条
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
三
条
及
び
第
三

十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
東
京
都
指
定
有
形
文
化
財

等
の
指
定
等
を
行
う
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

東
京
都
教
育
委
員
会

一

新
た
に
指
定
す
る
も
の

種

別

名
称
、
員
数
、
所
在
地
、

指
定
区
域
等

所
有
者

東
京
都
指
定
有

形
文
化
財
（
建

造
物
）

日
本
民
芸
館

三
棟

本
館
（
附
属
塀
を
含
む
）
一

棟

公
益
財
団
法

人
日
本
民
芸

館

西
館
旧
柳
宗
悦
邸
主
屋
一
棟

西
館
長
屋
門
（
附
属
塀
を
含

む
）
一
棟

附

建
築
申
請
書
類
・
図
面

一
冊
・
四
枚
、
長
屋
門
移
築
基

礎
工
事
仕
様
書
一
冊
、
長
屋
門

売
渡
証
書
一
冊
、
日
本
民
芸
館

建
設
協
議
会
資
料
五
部
、
柳
宗

悦
自
筆
本
館
ス
ケ
ッ
チ
・
設
計

図
十
一
枚
、
陳
列
ケ
ー
ス
及
び

調
度
品
百
十
九
点
、
「
日
本
民

藝
館
」
表
札
一
点

目
黒
区
駒
場
四
丁
目
八
百
六
十

一
番
地
十
一
、
同
番
地
四
十
四
、

同
番
地
四
十
五
、
同
番
地
四
十
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六

東
京
都
指
定
有

形
文
化
財
（
彫

刻
）

木
造
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像

一
軀像

内
に
「
徳
治
二
年
」
「
作

者
常
陸
法
□
定
快
」
等
の
銘
が

あ
る

石
水
山
十
一

面
観
世
音
大

菩
薩
護
持
会

附

木
造
不
動
明
王
立
像

一
軀
、
木
造
毘
沙
門
天
立
像
一

軀西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
白
丸
三
百

三
十
四
番
地

東
京
都
指
定
有

形
民
俗
文
化
財

猿
曳
駒
絵
馬

一
点

あ
き
る
野
市
引
田
八
百
六
十
三

番
地

真
照
寺

宗
教
法
人
真

照
寺

東
京
都
指
定
史

跡

猪
方
小
川
塚
古
墳

附

金
銅
製
耳
環
二
点
、
鉄

鏃
十
四
点
、
刀
子
二
点
、
棒
状

鉄
製
品
九
点
、
須
恵
器
長
頸
瓶

一
点
、
須
恵
器
大
甕
片
十
三
点
、

灰
釉
陶
器
長
頸
瓶
一
点
、
銅
銭

三
点

狛
江
市

指
定
面
積
二
百
四
十
二
・
〇
一

平
方
メ
ー
ト
ル

狛
江
市
猪
方
三
丁
目
五
百
三
番

四狛
江
市
和
泉
本
町
一
丁
目
一
番

五
号

狛
江
市
役
所
内

二

指
定
を
解
除
す
る
も
の

種

別

名
称
、
員
数
、
所
在
地
、

指
定
区
域
等

所
有
者

東
京
都
指
定
天

然
記
念
物
（
植

物
）

堂
山
の
シ
イ

三
宅
村
伊
豆
千
五
百
六
十
三
番

御
祭
神
社
境
内

廣
瀬

正

三

指
定
が
解
除
さ
れ
た
も
の

種

別

名
称
、
員
数
、

所
在
地
、
指
定

区
域
等

解
除
さ
れ
た
日

所
有
者

東
京
都
指
定

有
形
文
化
財

（
彫
刻
）

木
造
千
手
観
世

音
菩
薩
立
像

一
軀

令
和
二
年
九
月

三
十
日

宗
教
法
人
観

音
寺

青
梅
市
塩
船
百

九
十
四

東
京
都
指
定

有
形
文
化
財

（
彫
刻
）

木
造
二
十
八
部

衆
立
像

二
十

八
軀

令
和
二
年
九
月

三
十
日

宗
教
法
人
観

音
寺

青
梅
市
塩
船
百

九
十
四

東
京
都
指
定

有
形
文
化
財

（
考
古
資

料
）

下
宅
部
遺
跡
漆

工
関
連
出
土
品

二
百
三
点

附

縄
文
土

器
十
六
点

令
和
二
年
九
月

三
十
日

東
村
山
市

東
村
山
市
諏
訪

町
一
丁
目
六
番

三
号

東
村
山

ふ
る
さ
と
歴
史

館東
村
山
市
野
口

町
三
丁
目
四
十

八
番
一
号

東

村
山
市
八
国
山

た
い
け
ん
の
里

規

則
（
公
）

警
視
庁
組
織
規
則
及
び
警
視
庁
司
法
警
察
員
等
の
指
定
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
３
年
３
月
１９日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

北
井

久
美
子

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号

警
視
庁
組
織
規
則
及
び
警
視
庁
司
法
警
察
員
等
の
指

定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
警
視
庁
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
１
条

警
視
庁
組
織
規
則
（
昭
和
４７年

４
月
１
日
東
京
都
公
安
委

員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
２
条
第
１
項
の
表
公
安
部
の
項
中

「
外
事
第
三
課
」
を
「
外
事
第
三
課

外
事
第
四
課
」
に
改
め
る
。

第
１４条

第
９
号
中
「
警
視
庁
け
ん
銃
指
導
室
」
を
「
警
視
庁
拳

銃
指
導
室
」
に
、
「
「
け
ん
銃
指
導
室
」
を
「
「
拳
銃
指
導
室
」

に
改
め
る
。

第
３４条

中
「
外
事
第
三
課
」
の
次
に
「
及
び
外
事
第
四
課
」
を

加
え
る
。

第
３４条

の
２
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
外
事
第
三
課
」
を

「
外
事
第
四
課
」
に
改
め
、
同
条
を
第
３４条

の
３
と
し
、
第
３４条

の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

（
外
事
第
三
課
の
分
掌
事
務
）

第
３４条

の
２

外
事
第
三
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

⑴
北
東
ア
ジ
ア
地
域
の
外
国
人
に
係
る
警
備
情
報
（
外
事
第

四
課
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
北
東
ア
ジ
ア
地
域
の
外
国
人
に
係
る
警
備
犯
罪
、
外
事
関

係
法
令
違
反
事
件
等
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
（
外
事
第
四

課
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
４３条

中
第
８
号
を
削
り
、
第
９
号
を
第
８
号
と
し
、
第
１０号

か
ら
第
１２号

ま
で
を
１
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
１３号

及
び
第
１４号

を
削
り
、
第
１５号

を
第
１２号

と
し
、
第
１６号

か
ら
第
１８号

ま
で
を
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３
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
６１条

の
４
の
見
出
し
及
び
同
条
第
１
項
中
「
け
ん
銃
指
導

室
」
を
「
拳
銃
指
導
室
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
け
ん
銃
指

導
室
」
を
「
拳
銃
指
導
室
」
に
、
「
け
ん
銃
訓
練
」
を
「
拳
銃
訓

練
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
け
ん
銃
指
導
室
」
を
「
拳
銃
指

導
室
」
に
改
め
る
。

第
６５条

の
２
第
２
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
生
活
安
全
カ
メ
ラ
セ
ン
タ
ー
は
、
街
頭
防
犯
カ
メ
ラ
シ
ス
テ

ム
等
の
管
理
、
運
用
等
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

第
６６条

第
２
項
に
次
の
２
号
を
加
え
る
。

⑷
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１７年

法
律
第
１２４号

）
に
関
す
る

こ
と
。

⑸
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
２３年

法
律
第
７９号

）
に
関
す
る
こ

と
。

第
７２条

第
８
項
中
「
け
ん
銃
指
導
室
」
を
「
拳
銃
指
導
室
」
に

改
め
る
。

（
警
視
庁
司
法
警
察
員
等
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
２
条

警
視
庁
司
法
警
察
員
等
の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
５

年
２
月
２
日
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
２
条
第
２
項
第
１
号
ウ
中
「
外
事
第
三
課
」
の
次
に
「
、
外

事
第
四
課
」
を
加
え
、
同
号
オ
中
「
、
生
活
安
全
指
導
第
二
係
及

び
生
活
安
全
対
策
第
四
係
」
を
「
及
び
生
活
安
全
指
導
第
二
係
」

に
改
め
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
関
係
市
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
送
付
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
の
決
定
の
告
示

町
田
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
三
年
一
月
二
十
九
日
町
田
市
告
示
第
三
百

七
十
四
号

相
原
駅
東
口
地

区
地
区
計
画

福
生
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
三
年
一
月
二
十
日
福
生
市
告
示
第
十
号

武
蔵
野
工
業
線

及
び
志
茂
中
央

線
沿
線
地
区
地

区
計
画

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市

計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
二
階
北

側
）

都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関
係

区
市
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
の
変
更
の
告
示

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
三
年
一
月
十
五
日
品
川
区
告
示
第
十
九
号

品
川
第
二
・
二

・
七
十
二
号
旗

の
台
六
丁
目
公

園
東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
三
年
一
月
八
日
世
田
谷
区
告
示
第
二
十
二

号

第
八
・
二
・
三

十
七
号
北
烏
山

農
業
公
園

東
京
都
市
計
画
緑

地

令
和
三
年
一
月
十
五
日
杉
並
区
告
示
第
七
百
三

十
二
号

第
八
十
六
号
荻

窪
二
丁
目
緑
地

東
京
都
市
計
画
防

災
街
区
整
備
地
区

計
画

令
和
三
年
一
月
十
八
日
葛
飾
区
告
示
第
十
三
号

堀
切
二
丁
目
周

辺
及
び
四
丁
目

地
区
防
災
街
区

整
備
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
防

災
街
区
整
備
地
区

計
画

令
和
三
年
一
月
十
八
日
葛
飾
区
告
示
第
十
三
号

東
立
石
四
丁
目

地
区
防
災
街
区

整
備
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
防

災
街
区
整
備
地
区

計
画

令
和
三
年
一
月
十
八
日
葛
飾
区
告
示
第
十
三
号

四
ツ
木
駅
周
辺
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地
区
防
災
街
区

整
備
地
区
計
画

立
川
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
三
年
一
月
一
日
立
川
市
告
示
第
二
百
八
十

六
号

武
蔵
野
都
市
計
画

生
産
緑
地
地
区

令
和
三
年
一
月
十
五
日
武
蔵
野
市
告
示
第
六
号

府
中
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
三
年
一
月
二
十
九
日
府
中
市
告
示
第
十
四

号

昭
島
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
三
年
一
月
一
日
昭
島
市
告
示
第
一
号

調
布
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
三
年
一
月
一
日
調
布
市
告
示
第
一
号

町
田
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
三
年
一
月
一
日
町
田
市
告
示
第
三
百
三
十

四
号

町
田
都
市
計
画
用

途
地
域

令
和
三
年
一
月
二
十
九
日
町
田
市
告
示
第
三
百

七
十
五
号

町
田
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
三
年
一
月
二
十
九
日
町
田
市
告
示
第
三
百

七
十
六
号

町
田
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
三
年
一
月
二
十
九
日
町
田
市
告
示
第
三
百

七
十
七
号

町
田
都
市
計
画
道

路

令
和
三
年
一
月
二
十
九
日
町
田
市
告
示
第
三
百

七
十
八
号

三
・
四
・
十
三

号
木
曽
学
園
線

国
分
寺
都
市
計
画

生
産
緑
地
地
区

令
和
三
年
一
月
一
日
国
分
寺
市
告
示
第
一
号

国
立
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
三
年
一
月
一
日
国
立
市
告
示
第
一
号

福
生
都
市
計
画
用

途
地
域

令
和
三
年
一
月
二
十
日
福
生
市
告
示
第
十
一
号

福
生
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
三
年
一
月
二
十
日
福
生
市
告
示
第
十
二
号

多
摩
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
三
年
一
月
一
日
稲
城
市
告
示
第
一
号

秋
多
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
三
年
一
月
一
日
あ
き
る
野
市
告
示
第
一
号

秋
多
都
市
計
画
道

路

令
和
三
年
一
月
八
日
あ
き
る
野
市
告
示
第
六
号

三
・
五
・
八
号

玉
見
ケ
崎
線

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市

計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
二
階
北

側
）

令
和
三
年
度
の
経
営
規
模
等
評
価
及
び
総
合
評
定
値

の
申
請
等
の
受
付
に
つ
い
て

建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
十
一
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
う
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ

る
経
営
規
模
等
評
価
の
申
請
及
び
法
第
二
十
七
条
の
二
十
九
の
規
定

に
よ
る
総
合
評
定
値
の
請
求
の
時
期
及
び
方
法
等
に
関
し
必
要
な
事

項
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
公
告
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

申
請
時
期
及
び
方
法

令
和
三
年
四
月
一
日
（
木
曜
日
）
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一

日
（
木
曜
日
）
ま
で
の
期
間
内
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例

（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
そ
の
他
東
京

都
が
特
に
定
め
る
日
を
除
く
。
）
に
お
い
て
申
請
者
自
ら
の
予
約

に
よ
り
決
め
ら
れ
た
日
時
に
申
請
書
類
を
東
京
都
都
市
整
備
局
市

街
地
建
築
部
建
設
業
課
に
提
出
す
る
。

二

申
請
書
類

㈠

申
請
書
、
請
求
書
及
び
添
付
書
類

ア

経
営
規
模
等
評
価
申
請
書
又
は
総
合
評
定
値
請
求
書
（
規

則
別
記
様
式
第
二
十
五
号
の
十
四
）

イ

経
営
規
模
等
評
価
の
申
請
説
明
書
又
は
総
合
評
定
値
の
請

求
説
明
書
（
以
下
「
説
明
書
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
提
出

を
求
め
る
書
類

㈡

提
示
書
類

説
明
書
に
お
い
て
提
示
を
求
め
る
書
類

三

経
営
規
模
等
評
価
の
申
請
及
び
総
合
評
定
値
の
請
求
の
手
数
料

㈠

手
数
料

ア

経
営
規
模
等
評
価
の
申
請
に
係
る
手
数
料

八
千
百
円
に

審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
一
種
類
に
つ
き
二
千
三
百

円
と
し
て
計
算
し
た
額
を
加
算
し
た
額

イ

総
合
評
定
値
の
請
求
に
係
る
手
数
料

四
百
円
に
審
査
を

受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
一
種
類
に
つ
き
二
百
円
と
し
て
計

算
し
た
額
を
加
算
し
た
額

㈡

納
付
方
法

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
設
業
課
出
納
窓
口
で

現
金
に
よ
り
納
付
す
る
。

四

経
営
規
模
等
評
価
の
結
果
又
は
総
合
評
定
値
の
通
知

経
営
規
模
等
評
価
の
結
果
の
通
知
書
又
は
総
合
評
定
値
の
通
知

書
は
、
申
請
書
を
受
理
し
て
か
ら
原
則
と
し
て
二
十
二
日
以
内
に

申
請
者
宛
て
普
通
郵
便
に
て
発
送
す
る
。

五

申
請
書
類
の
提
出
先

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
設
業
課
（
東
京
都
庁
第

二
本
庁
舎
三
階
南
側
）
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新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
三
年
三
月
十
九
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

セ
レ
オ
八
王
子
南
館

二

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
旭
町
一
番
十
七
号

三

設
置
者
名

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
ほ
か
一
名

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号
ほ
か

五

変
更
前
の
店
舗
名

セ
レ
オ
八
王
子

六

変
更
後
の
店
舗
名

セ
レ
オ
八
王
子
南
館

七

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

清
野

智
（
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会

社
）
ほ
か

八

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

深
澤

祐
二
（
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式

会
社
）
ほ
か

九

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ビ
ッ
ク
カ
メ
ラ
ほ
か
四
名

十

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ビ
ッ
ク
カ
メ
ラ
ほ
か
六
名

十
一

変
更
を
行
っ
た
小

売
業
者
の
氏
名
又

は
名
称

株
式
会
社
ビ
ッ
ク
カ
メ
ラ
ほ
か
三
名

十
二

変
更
前
の
小
売
業

者
の
住
所

豊
島
区
東
池
袋
三
丁
目
一
番
一
号
（
株

式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
）

十
三

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番
二
十
一
号
（
株

式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
）

十
四

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

宮
嶋

宏
幸
（
株
式
会
社
ビ
ッ
ク
カ
メ

ラ
）
ほ
か

十
五

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

木
村

一
義
（
株
式
会
社
ビ
ッ
ク
カ
メ

ラ
）
ほ
か

十
六

変
更
日

令
和
二
年
九
月
一
日
ほ
か

十
七

届
出
日

令
和
三
年
二
月
八
日

十
八

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
九

縦
覧
期
間

令
和
三
年
三
月
十
九
日
か
ら
同
年
七
月

十
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

二
十

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

セ
レ
オ
八
王
子
北
館

二

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
旭
町
十
七
番
二
ほ
か

三

設
置
者
名

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
ほ
か
一
名

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号
ほ
か

五

変
更
前
の
設
置
者
の

冨
田

哲
郎
（
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式

代
表
者
名

会
社
）
ほ
か

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

深
澤

祐
二
（
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式

会
社
）
ほ
か

七

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
い
な
げ
や
ほ
か
百
四
十
八
名

八

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
い
な
げ
や
ほ
か
百
三
十
六
名

九

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
い
な
げ
や
ほ
か
五
十
四
名

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

八
王
子
市
石
川
町
二
千
九
百
六
十
九
番

地
五
（
株
式
会
社
魚
力
）
ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

立
川
市
曙
町
二
丁
目
八
番
三
号
（
株
式

会
社
魚
力
）
ほ
か

十
二

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

遠
藤

正
敏
（
株
式
会
社
い
な
げ
や
）

ほ
か

十
三

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

本
杉

吉
員
（
株
式
会
社
い
な
げ
や
）

ほ
か

十
四

変
更
日

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日
ほ
か

十
五

届
出
日

令
和
三
年
二
月
八
日

十
六

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
七

縦
覧
期
間

令
和
三
年
三
月
十
九
日
か
ら
同
年
七
月

十
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
八

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

セ
レ
オ
国
分
寺

二

店
舗
所
在
地

国
分
寺
市
南
町
三
丁
目
二
十
番
三
号
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三

設
置
者
名

Ｊ
Ｒ
東
京
西
駅
ビ
ル
開
発
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

八
王
子
市
旭
町
一
番
一
号

五

変
更
前
の
店
舗
名

国
分
寺
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル

六

変
更
後
の
店
舗
名

セ
レ
オ
国
分
寺

七

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

清
水

公
男

八

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

髙
橋

好
一

九

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
丸
井
ほ
か
六
十
四
名

十

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
丸
井
ほ
か
六
十
名

十
一

変
更
を
行
っ
た
小

売
業
者
の
氏
名
又

は
名
称

株
式
会
社
丸
井
ほ
か
二
十
四
名

十
二

変
更
前
の
小
売
業

者
の
住
所

滋
賀
県
大
津
市
中
央
一
丁
目
四
番
三
号

（
田
中
興
産
株
式
会
社
）
ほ
か

十
三

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

滋
賀
県
大
津
市
長
等
二
丁
目
一
番
二
十

一
号
（
田
中
興
産
株
式
会
社
）
ほ
か

十
四

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

佐
々
木

一
（
株
式
会
社
丸
井
）
ほ
か

十
五

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

青
野

真
博
（
株
式
会
社
丸
井
）
ほ
か

十
六

変
更
日

令
和
二
年
九
月
二
十
三
日
ほ
か

十
七

届
出
日

令
和
三
年
二
月
八
日

十
八

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
九

縦
覧
期
間

令
和
三
年
三
月
十
九
日
か
ら
同
年
七
月

十
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

二
十

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

東
京
イ
ー
ス
ト
２
１

二

店
舗
所
在
地

江
東
区
東
陽
六
丁
目
三
番
一
号
ほ
か

三

設
置
者
名

鹿
島
東
京
開
発
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

江
東
区
東
陽
六
丁
目
三
番
二
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

大
澤

秀
利

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

大
島

信
豊

七

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

サ
ミ
ッ
ト
株
式
会
社
ほ
か
八
名

八

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

サ
ミ
ッ
ト
株
式
会
社
ほ
か
六
名

九

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

サ
ミ
ッ
ト
株
式
会
社
ほ
か
三
名

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

豊
島
区
東
池
袋
三
丁
目
一
番
一
号
（
株

式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
）
ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番
二
十
一
号
（
株

式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
）
ほ
か

十
二

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

田
尻

一
（
サ
ミ
ッ
ト
株
式
会
社
）
ほ

か

十
三

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

服
部

哲
也
（
サ
ミ
ッ
ト
株
式
会
社
）

ほ
か

十
四

変
更
日

令
和
二
年
五
月
二
十
八
日
ほ
か

十
五

届
出
日

令
和
三
年
二
月
十
日

十
六

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
七

縦
覧
期
間

令
和
三
年
三
月
十
九
日
か
ら
同
年
七
月

十
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
八

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

東
急
五
反
田
ビ
ル
（
五
反
田
東
急
ス
ク

エ
ア
）

二

店
舗
所
在
地

品
川
区
東
五
反
田
二
丁
目
一
番
二
号

三

設
置
者
名

東
急
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
南
平
台
町
五
番
六
号

五

変
更
前
の
店
舗
名

東
急
五
反
田
ビ
ル

六

変
更
後
の
店
舗
名

東
急
五
反
田
ビ
ル
（
五
反
田
東
急
ス
ク

エ
ア
）

七

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
東
急
ス
ト
ア
ほ
か
二
十
二
名

八

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
東
急
ス
ト
ア
ほ
か
二
十
二
名

九

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
モ
ー
ド
・
エ
・
ジ
ャ
コ
モ

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

台
東
区
清
川
一
丁
目
六
番
四
号

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

港
区
芝
四
丁
目
七
番
八
号

十
二

変
更
日

令
和
三
年
二
月
九
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
三
年
二
月
十
六
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
三
年
三
月
十
九
日
か
ら
同
年
七
月



（第17298号）東 京 都 公 報令和3年3月19日（金曜日）２１

十
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。
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